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「工事請負契約書第２７条第７項の規定によるに基づく協
議によるスライド額について（協議 ）」
契約課から受注者へ　※スライド額の提示

「スライド額計算調書」
「残工事量確認調書」
5の協議から７日以内に
提出、再協議。
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「工事請負契約書第２７
条第７項の規定によるス
ライド額通知書」　契約

課から受注者へ
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「承諾書」提出
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設計変更契約手続き9

「スライド額計算調書」「残工事量確認調書」作成（工事担当課）
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「工事請負契約書第２７条第６項に基づく請負代金額の変
更について（請求）」

※残工事量確認調書（当初請求用）を添付

「工事請負契約書第２７条第８項に規定する基準日及び協
議開始日について（通知）」　契約課から受注者へ

※協議開始日及び基準日の設定

基準日における残工事量の確認

スライド協議開始

工期終了日

変更契約書又は変更請書により、変更契約

スライド額確定


